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１ 被保険者の状況 

（１）年度末被保険者数                           （各年度末現在，単位：人） 区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 被保険者数 構成比 伸び率 被保険者数 構成比 伸び率 被保険者数 構成比 伸び率 被保険者数 構成比 伸び率 市 町 村 全体 685,599 － ▲1.3% 675,561 － ▲1.5% 656,717 － ▲2.8% 635,774 － ▲3.1%  一般 637,242 92.9% ▲0.6% 633,679 93.8% ▲0.6% 624,357 95.1% ▲1.5% 614,702 96.7% ▲1.5% (94.4%) (95.0%) (95.8%) (－) 退職 48,357 7.1% ▲9.8% 41,882 6.2% ▲13.4% 32,360 4.9% ▲22.7% 21,072 3.3% ▲34.9% (5.6%) (5.0%) (4.2%) (－)  前期 高齢 266,952 38.9% 3.5% 279,032 41.3% 4.5% 288,352 43.9% 3.3% 290,440 45.7% 0.7% (33.5%) (35.6%) (37.8%) (－) 国保組合 49,876 － ▲2.0% 49,888 － 0.0% 49,613 － ▲0.6% 46,232 － ▲6.8% 計 735,475 － ▲1.4% 725,449 － ▲1.4% 706,330 － ▲2.6% 682,006 － ▲3.4% 国保 加入率 25.9% 25.6% 25.0% 24.2％ (29.6%) (29.0%) (28.3％) (－) １）前期高齢は再掲 ２）( ) 内は全国数値による構成比・加入率 ３）「一般」: 一般被保険者 ４）「退職」: 退職被保険者等，「前期高齢」: 前期高齢者(一般被保険者＋退職被保険者等の再掲) ５）「国保加入率」を算出するに当たり使用する総人口 【広島】「広島県の人口移動」(広島県統計課作成)の翌年度 4 月 1 日現在の人口 【全国】「人口推計」(総務省統計局)の翌年度 4 月 1 日現在の人口(確定値) 
 

 
出典：国民健康保険事業年報（厚生労働省），平成 27 年度は広島県調べ 

H24 H25 H26 H27国保組合 49,876 49,888 49,613 46,232退職 48,357 41,882 32,360 21,072一般 637,242 633,679 624,357 614,702市町村 685,599 675,561 656,717 635,774加入率（全国） 29.6 29.0 28.3加入率（広島） 25.9 25.6 25.0 24.2
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（２） 被保険者数年齢別構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国民健康保険実態調査報告（厚生労働省） 

出典：国民健康保険実態調査報告（厚生労働省） 
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- 4 -  （ 療養諸費 ） 

２ 一人当たり診療費等 

（１）一人当たり診療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療費年齢構成別構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一人当たり診療費：「診療費」を「年間平均被保険者数」で除して得た額 一人当たり医療費：「医療費」を「年間平均被保険者数」で除して得た額  入院 入院外 歯科 調剤 入院時食事療養費 [差額支給分除く] 訪問看護 療養費 入院時食事療養費 [差額支給分] 療養費 移送費 
          

        

    

出典：国民健康保険事業年報（厚生労働省），平成 27 年度は広島県調べ 

出典：国民健康保険事業年報（厚生労働省），平成 27 年度は広島県調べ 

診療費 療養の給付等 医療費 療養費等 
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（３）一人当たり医療費 

 

 出典：「国民健康保険事業年報（厚生労働省保険局）」を一部加工，平成 27 年度は広島県調べ 

 年間平均被保険者数：各月末における被保険者数の年度分合計（3 月末から翌年 2 月末）を「12」で除して得た数 療養の給付等：被保険者の疾病又は負傷に対しての保険給付を，医療機関等（病院，診療所，薬局）から直接に療養という現物をもって行うもの 療養費等：療養の給付を行うことが困難な場合，又は緊急その他やむを得ない場合等において，被保険者が療養に要した費用の全額を医療機関等に支払った後に，被保険者の申請により，保険者からその費用に係る保険給付を行うもの 費用額：診療報酬点数に点数単価（1 点 10 円）を乗じて得た額 診療費：病院，診療所における入院・入院外・歯科の療養の給付（療養の給付等のうち薬局での調剤・入院時食事療養費・訪問療養費を除く。）に係る「費用額」 医療費：「療養の給付等」と「療養費等」に係る「費用額」を合算したもの 
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出典：平成 28年度都道府県ブロック会議（中国ブロック）〔厚生労働省主催 平成 28年 7 月 19 日〕 



３　地域差指数３　地域差指数３　地域差指数３　地域差指数
23年度 24年度 25年度 26年度県計 1.140 1.126 1.104 1.1271 広島市 1.161 1.136 1.084 1.1402 呉  市 1.225 1.209 1.212 1.2173 竹原市 1.265 1.195 1.169 1.1984 三原市 1.145 1.139 1.152 1.1595 尾道市 1.130 1.166 1.144 1.1658 福山市 1.063 1.055 1.080 1.0589 府中市 1.044 1.032 1.058 1.09610 三次市 1.295 1.288 1.225 1.21911 庄原市 1.095 1.119 1.176 1.20212 大竹市 1.107 1.123 1.250 1.24514 府中町 1.129 1.103 1.113 1.07716 海田町 1.107 1.101 1.060 1.14219 熊野町 1.187 1.118 1.090 1.19221 坂  町 1.281 1.178 1.334 1.28722 江田島市 1.365 1.261 1.279 1.25628 廿日市市 1.061 1.064 1.066 1.06044 安芸太田町 1.410 1.401 1.285 1.27347 北広島町 1.090 1.065 1.184 1.09251 安芸高田市 1.357 1.245 1.270 1.26458 東広島市 1.084 1.063 1.058 1.03273 大崎上島町 1.337 1.279 1.281 1.47181 世羅町 1.064 1.011 0.998 0.93792 神石高原町 0.998 1.016 0.937 0.902※1　地域差指数は，地域の1人当たり医療費につき人口の年齢構成の相違による影響を補正し，　指数化（全国を1）したもの。※2　掲載値は，各年度の実績医療費に基づいて，厚生労働省が，間接法により算出した特別事情　控除前の数値。※3　当該市町に係る前期高齢被保険者加入割合の全国平均との差異によって，前期高齢被保険者　1人当たり給付費を調整している。　出典：国民健康保険基準給付費基礎調査（厚生労働省）

番号  保険者名 地域差指数
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保険者番号（H02） 保険者名 被保険者数　一般　計(人) 被保険者数　退職　計(人) 被保険者数　計(人) 所得状況　一般被保険者(千円) 所得状況　退職被保険者(千円) 所得状況　計(千円) 一般被保険者一人当り所得(千円) 退職被保険者一人当り所得(千円) 全被保険者一人当り所得(千円)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ④/① ⑤/② ⑥/③1 広島市                                  257,867 7,991 265,858 171,456,484 6,255,750 177,712,234 665 783 6682 呉市                                    49,022 2,308 51,330 25,484,697 1,366,031 26,850,728 520 592 5233 竹原市                                  6,765 425 7,190 2,992,077 284,879 3,276,956 442 670 4564 三原市                                  21,859 1,002 22,861 11,416,229 586,415 12,002,644 522 585 5255 尾道市                                  33,969 1,897 35,866 17,269,280 1,063,838 18,333,118 508 561 5118 福山市                                  103,134 5,240 108,374 54,291,358 3,146,868 57,438,226 526 601 5309 府中市                                  8,740 594 9,334 4,254,507 310,427 4,564,934 487 523 48910 三次市                                  11,275 758 12,033 5,970,041 415,388 6,385,429 529 548 53111 庄原市                                  7,989 610 8,599 3,859,339 342,465 4,201,804 483 561 48912 大竹市                                  7,112 440 7,552 4,258,790 272,608 4,531,398 599 620 60014 府中町                                  10,811 465 11,276 7,756,137 374,524 8,130,661 717 805 72116 海田町                                  6,047 281 6,328 4,216,243 214,665 4,430,908 697 764 70019 熊野町                                  6,391 209 6,600 3,818,653 110,555 3,929,208 598 529 59521 坂町                                    2,957 106 3,063 1,643,363 66,026 1,709,389 556 623 55822 江田島市                                7,266 267 7,533 4,146,640 116,277 4,262,917 571 435 56628 廿日市市                                26,873 1,505 28,378 18,504,163 1,098,151 19,602,314 689 730 69144 安芸太田町                              1,657 91 1,748 790,950 57,424 848,374 477 631 48547 北広島町                                4,242 310 4,552 2,246,625 208,248 2,454,873 530 672 53951 安芸高田市                              6,467 513 6,980 4,269,844 396,718 4,666,562 660 773 66958 東広島市                                36,688 1,079 37,767 20,844,945 666,335 21,511,280 568 618 57073 大崎上島町                              2,114 121 2,235 1,029,665 72,007 1,101,672 487 595 49381 世羅町                                  3,850 269 4,119 1,786,341 127,614 1,913,955 464 474 46592 神石高原町                              2,176 167 2,343 999,620 88,005 1,087,625 459 527 464広島県計 625,271 26,648 651,919 373,305,991 17,641,218 390,947,209 597 662 600全国平均 - - - - - - - - 665※　所得(旧ただし書き方式による課税標準額(平成26年))出典：平成27年度国民健康保険実態調査報告(厚生労働省保険局)旧ただし書き方式：旧地方税法第292条第4項ただし書きの課税総所得金額と同じ方式によって算定され，国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号に規定されているもの。一般に低所得者が多いと言われる国保保険者では，課税所得の範囲が広い当該方式で所得割額を算定することが原則となっている。所得：国民健康保険実態調査報告における「所得」とは，「総所得金額及び山林所得金額」（地方税法第314条の2第1項）に「雑損失の繰越控除額」（地方税法第313条第9項）と「分離譲渡所得金額」（地方税法附則第34条第4項など）を加えた所得総額（基礎控除前）に相当するもの
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４所得の状況
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出典：平成 28年度都道府県ブロック会議（中国ブロック）〔厚生労働省主催 平成 28年 7 月 19 日〕 
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５ 保険料（税）率表（平成 28 年度） 

（１）医療分 

 

 出典：広島県調べ 
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（２）後期高齢者支援金分 

 

 

 出典：広島県調べ 
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（３）介護分 

 

 

 

 

出典：広島県調べ 
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出典：広島県調べ  

収納率：現年収納額を現年調定額（居所不明者を除く。）で除して得た率 



  

県内市町の合計 

    
参考：全国（市町村）の「決算補填等目的分計」の合計 
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出典：広島県調べ 
出典：国民健康保険事業年報（厚生労働省保険局） 
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 出典：国民健康保険事業年報（厚生労働省保険局）・広島県調べ 
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実質収支：一般被保険者の医療分に係る決算収支の収支差引残に国庫支出金精算額を加え，一般被保険者に係る未払額（国庫負担相当額を除く。）を差し引いたもの 
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出典：広島県調べ 
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単年度経常収支：実質収支から一般被保険者の医療分に係る繰越金と基金等繰入金を差し引き，基金等積立金と前年度繰上充用金を加えたもの 
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８ 市町国民健康保険の状況など 

（１）市町国民健康保険の状況（平成 27 年度） 

 

 出典：広島県調べ 
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出典：平成 28年度都道府県ブロック会議（中国ブロック）〔厚生労働省主催 平成 28年 7 月 19 日〕 



 

-20- 

出典：平成 28年度都道府県ブロック会議（中国ブロック）〔厚生労働省主催 平成 28年 7 月 19 日〕 
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出典：全国高齢者医療主管課（部）長及び国民健康保険主管課（部）長並びに後期高齢者医療連合事務局長会議〔厚生労働省主催 平成 29年 1月 12日〕 
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出典：厚生労働省ホームページ ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞医療保険＞「我が国の医療保険について」（Ｈ29.1.5） 
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出典：厚生労働省ホームページ ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞医療保険＞「我が国の医療保険について」（Ｈ29.1.5） 
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